
法令名等 審隠状況。法案提出日等 公布日 施行日 ．

消畳者契約法及び消費者裁判手続特例法改正について R4.6.1
適格消受者団体の麗定監督に係る規定の改正規定及び消費者裁判手続特例法に関する改正規定は令
和5年10月1日に施行予定
その余は令和5年6月1日鹿行済み

仲鐵法及びADR法等の改正について

f

R5.4.28 公布の日から1年以内の政令で定める日

担保法制の見直しに関する動向について 担保法嗣部会における飼査・審膿中

区分所有法飼の見直しに関する動向について 区分所有法制部会における鯛査・審隠中

麗偶者からの暴力の防止及び被害者の保腰等に関する法律の改正について R5.5.19 令和6年4月1日施行予定

知的財産関係の法改正について（不正観争防止法等の－部を改正する法律） 令和5年6月7日成立 R5.6.14 公布の日から1年以内の政令で定める日

刑事豚舩法の改正（逸亡防止、氏名秘匿）について（刑事豚舩法等の一部を
改正法律） ‐

R5.5.17

①逸走の罪の構成要件及び法定刑の改正
:令和5年6月6日から

②公判期日への不出頭罪等の新設
：公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から

③保釈又は勾留執行停止をされた者に対する監督者濁度の劇股
：公布の日から起算して1年を超えない箆囲内において政令で定める日から

④拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた者等に係る出国圃限飼度の創殴
：公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から

⑤位匠測定蝋末により保釈された者の位■情報を取得する制度の劇股
：公布の日から起算して5年を超えない麗囲内において政令で定める日から

⑥捜査・公判・判決後の各段階における被害肴等の個人特定事項の穆匿制度の創設
：公布の日から起算して9月を超えない箆囲内において政令で定める日から

性犯罷に対処するための法整備について R5.623

【刑法及び刑事脈隆法の－部を改正する法律】
①処罰規定の改正
:令和5年7月13日から

②公翫時効期間の延長
:令和5年6月23日から．

③被害者等の聴取結果を配録した録音・録画肥録媒体に係る臨拠蝿力の特則の釿段
:公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から

【性的な姿態を握影する行為等の処刑及び押収物に記録された性的な姿魍の影像に係る電磁的記録
の消去等に関する法律】
①性的な姿態を擾影する行為等に係る扉の斬股
:令和5年7月13日から

②性的な姿態を鯉影する行為等により生じた物の複写物等の没収
:令和5年7月13日から ．

③押収物に胞録された性的な姿態の影像に係る電磁的胆録の消去等の措腫の創設（消去等決定の取
消翫舩等における裁判手続の特例等を含む。 ）
:公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から



～

一

民法の改正（嫡出推定制度及び懲戒梅に関する規定等の見直し）について R4512.16 子の態戒権の見直しに関する部分は公布の日から施行
その余は、令和6年4月1日から施行

民法の改正（薩婚及びこれに関連する家族法劉の見直し）について 法潤審餓会民法《家族法劉）部会におけ
る飼査・審膿中

戸鯖法等の改正（氏名の撮り仮名の法潤化）について 令和5年6月2日成立 R5.6.9 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

児童福祉法の改正について 令和4年6月8日成立 R4.6.15 公布の日から起算して3年を超えない範囲（令和7年6月）内において施行


